
学生のみなさんへ 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の緊急事態宣言の解除に伴い，日本国内においては，「新し

い生活様式」のもとで，「新たな日常」に向けての歩みを進め始めようとしています。 

一方で，新型コロナウイルス感染症の感染第二波への懸念等，その収束についてはまったく予測ができな

い状況にあることも現実です。 

 

 本校では，これまで学生及び教職員の健康・安全と学生の学修を第一として，オンライン授業の実施など

様々な対応に取り組んできました。 

今後も，新型コロナウイルス感染症の感染状況を見据えながら，６月１５日（月）以降については，以下

のとおり対応します。 

 

－本校が願う大切なこと－ 

〇神様から等しく与えられた尊い「いのち」を守る 

〇自己を含めた周囲の人々の健康、安全を守ることができる指導者,保育者を養成する 

〇各自が創意工夫し,「新しい生活様式」の確立を目指す 

（学生からのアイデアを積極的に取り入れる） 

〇 以下の「３つの密（密閉・密集・密接）」を回避することを徹底する 

・ 換気の悪い密閉空間 

・ 多くの人が密集している状況 

・ 互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為 

 

１ 校舎および東陽町センターへの入構について 

 

 入構できる基準や手続等を定め，人数・目的を制限した上で，入構を認めます。また，窓口での事務取扱

等についても，入構の取扱いと併せて，各クラスホームルーム等でお知らせします。 

 

２ 前学期授業実施について 

 

① 原則，オンラインでの授業を継続して実施しますが，学生及び教職員の安全を配慮した対策を 

講じた上で，対面授業を実施する場合があります。 

② 特に,１年生については，登校しての授業受講の機会がいまだないことから，学生及び教職員の 

健康・安全を考慮し，分散登校等による対面授業の実施について検討します。  

 

３ 部活動について 

 

 部活動については，当面の間,自粛とします。再開時期・方法については，改めてお知らせします。 

 

４ 健康管理について 

 

 本校が提供する「健康観察票（Google Form）」を使用して，各自で毎日の体調を記録し，健康管理を行っ

てください。 
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